
意見聴取要請の概要

○ 食品安全基本法第 条第 項関係24 1

※ 食品衛生法（昭和 年法律第 号）第 条の規定に基づ22 233 10

き、同条の人の健康を損なうおそれのない添加物として、次に

掲げるものを新たに定め、あわせて、同法第 条第 項の規定11 1

に基づき、規格基準を設定すること。

（平成 年 月 日付け）16 11 26

・加工デンプン（アセチル化アジピン酸架橋デンプン、アセチ

ル化リン酸架橋デンプン、アセチル化酸化デンプン、オクテ

ニルコハク酸デンプンナトリウム、酢酸デンプン、酸化デン

プン、ヒドロキシプロピルデンプン、ヒドロキシプロピル化

リン酸架橋デンプン、リン酸モノエステル化リン酸架橋デン

プン、リン酸化デンプン及びリン酸架橋デンプンに限る ）。

（加工デンプンとは、澱粉本来の物理的性状（高粘性、冷却

時のゲル化等）を改善するために、物理的、酵素的又は化

学的に加工を行ったもの。このうち、各種試薬を用いて化

学的加工を行った上記加工デンプンは、欧米において、食

品添加物（糊料、乳化剤、増粘安定剤等）として広く利用

されており、我が国においては、昭和 年以降、食品とし54

て取扱われている ）。

資料２




